
横浜市既存施設連携型１，２歳児保育所内装整備費補助金交付要綱 

 

制  定 令和３年３月17日 ここ施第982号（副市長決裁） 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、本市内において現に認可保育所、認定こども園（幼保連携型及び幼稚園型認定

こども園）又は横浜市私立幼稚園等預かり保育事業を行っている幼稚園のいずれかの施設（以下「保

育所等」という。）を運営する者が、整備が必要な地域のうち市長が定める地域において、自らが運

営する保育所等を３歳児以上の受け入れ先として活用し、新たに１，２歳児の受入れが可能な認可

乳児保育所（横浜市民間保育所設置認可 ・確認等要綱第25条に基づき設置された認可乳児保育所

をいう。以下同じ。）、認可保育所の分園又は小規模保育事業（Ａ型又はＢ型）のいずれかの事業・

施設（以下「１，２歳児保育所」という。）を整備する場合、予算の範囲でその改修及び増築等に要

する費用を補助することについて、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年 11月横浜市規

則第139号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

２ 社会福祉法人に対する助成については、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第58条及び社会福

祉法人の助成に関する条例（昭和35年７月横浜市条例第15号）に定めるもののほか、この要綱に

定めるものとする。 

（対象者等） 

第２条 補助の対象者は、次項で定める要件を満たした保育所等を運営しているもので、法人格を有

するものとする。 

２ 保育所等の要件は、次の各号すべてに該当するものでなければならない。 

(1)  社会福祉法人等が設置する横浜市内に所在する保育所等であり、１，２歳児保育所と近接す

る地域にあること。 

(2) 保育所等の設備及び運営は、それぞれ次に掲げる基準条例等に適合するものであること。 

ア 認可保育所 

横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成 24 年 12 月横浜市条例第 60

号） 

イ 認定こども園（幼保連携型及び幼稚園型認定こども園） 

横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例（平

成26 年９月横浜市条例第46 号） 

ウ 幼稚園 

幼稚園設置基準（昭和31年文部省令第32号）及び神奈川県が定める私立幼稚園設置に関す

る取扱い基準、横浜市私立幼稚園預かり保育事業実施要綱又は横浜市特定教育・保育施設（幼

稚園・認定こども園）預かり保育事業実施要綱 

(3)  新たに整備する１，２歳児保育所により保育の提供を受ける乳幼児が、当該施設を卒園後、

進級先として、当該乳幼児が小学校就学の始期に達するまで、引き続き教育又は保育を継続的

に提供することが可能な定員差を設けることができる施設であること。 

(4)  送迎を行う車両を有している(リースを含む)又は横浜市保育園バス購入等補助金等により購

入予定であり、駐車及び乗降に必要なスペースを確保できること。 

３ 補助の対象となる１，２歳児保育所は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。  

(1)  定員は、認可乳児保育所及び認可保育所の分園は 20 人以上 45 人以下、小規模保育事業（Ａ

型又はＢ型）は13人以上19人以下であること。 



(2)  設備及び運営は、それぞれ次に掲げる基準条例等に適合するものであること。なお、既存施

設への送迎を希望する児童のための専用の保育室（概ね30㎡）を含めた設備を設けてあること。 

ア 認可乳児保育所又は認可保育所の分園 

横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成 24 年 12 月横浜市条例第 60

号）及び横浜市民間保育所設置認可・確認等要綱 

イ 小規模保育事業（Ａ型又はＢ型） 

横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例（平成26 年９月横浜市条例第

47号）及び横浜市家庭的保育事業等認可・確認等要綱 

(3)  駐車及び乗降に必要なスペースを確保していること。 

(4)  10年以上継続して運営が確保できること。 

(5)  施設の改修等の費用及び運営に要する費用について資金計画が確実であること。 

４ １，２歳児保育所の運営にあたって、横浜市と緊密な連携を図り事業を円滑に進めることができ

るものであること。 

（対象経費等） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条第３項に掲げる補助の対象

となる１，２歳児保育所を整備するために必要な経費で、別表１に定めるものとし、次に掲げる費

用は含まないものとする。 

 (1) 施設を新築する費用 

 (2) 土地の買収又は整地に要する費用 

 (3) 既存建物（集合住宅の場合の区分所有権を含む。）の買収に係る費用 

 (4) 保証金等の預かり金 

 (5) その他整備として適当と認められないもの 

２ 市長が特に認めた場合に限り、前項に定めるもののほか、賃貸借契約締結日から開所日の前日ま

での賃貸借料等（共益費、駐車場使用料、管理費等の定期的に支払うべき経費を含む）及び礼金等

（敷金、保証金は除く）を補助対象経費とする。ただし、礼金等に関しては賃貸借料の６か月分を

上限とする。なお、貸主が法人の役員（法人役員の配偶者、親子、兄弟姉妹を含む。）、寄付者等特

別の関係のある者である場合には、補助の対象としない。 

３ 前項に規定する賃貸借料等の発生日が事業採択年度よりも前の年度だった場合は、事業採択年度

分のみを補助対象とする。 

４ 他の公的助成金及び公的融資を受けるものは、補助の対象としない。 

（事業計画書等の提出） 

第４条 補助金の交付を受けて１，２歳児保育所を整備しようとする者（以下「申請者」という。）は、

市長が指定した期日までに、市長が指定する様式により事業計画書等を提出するものとする。 

（補助の内示） 

第５条 市長は、事業計画書等を受理したときは、横浜市児童福祉審議会で審査の上、適否を決定し、

別に定める様式により申請者に通知するものとする。 

（交付の申請） 

第６条 前条の規定による補助の内示を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、改修等工

事に係る本市の実施設計審査完了後、速やかに、既存施設連携型１，２歳児保育所内装整備費補助

金交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 補助金規則第５条第１項第２号、第３号及び第４号に定める記載事項については、同条第２項第

１号に規定する事業計画書に記載するものとする。 



３ 補助金規則第５条第２項第３号及び第４号に規定する書類は、同項第１号に規定する事業計画書

とする。 

４ 補助金規則第５条第２項第２号に規定する書類は、財産目録及び貸借対照表とする。 

（補助金の算定及び交付決定通知） 

第７条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又

は不交付を決定する。補助予定金額は次項に規定する算出方法により市の予算の範囲内で決定し、

決定内容及び交付条件を既存施設連携型１，２歳児保育所内装整備費補助金交付決定通知書（第２

号様式）又は既存施設連携型１，２歳児保育所内装整備費補助金不交付決定通知書（第３号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

２ 補助金の額は、第３条第１項及び第２項に規定する補助対象経費の実支出額と、補助基準額とを

比較し低い方に補助率を乗じて得た額とする。補助基準額及び補助率は別表２及び別表３のとおり

とする。いずれも千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（変更等の承認申請） 

第８条 補助金規則第７条第１号又は第２号の市長の承認を受けようとする者は、市長が必要と認め

る書類を提出しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げ期日は、申請者

が交付決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して10日以内の日とする。 

（事業の報告及び補助金額の確定通知） 

第10条 第７条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、改修等の工事完了後、速やかに、既

存施設連携型１，２歳児保育所内装整備費補助金事業実績報告書（第４号様式）に必要な書類を添

付して、市長に事業実績を報告しなければならない。 

２ 実績報告書の提出にあたり、補助対象経費のうち本要綱に基づき交付する補助金をもって充てる

以外には支払いが困難であると市長が認める経費については、補助金規則第 14 条第１項第２号に

定める領収書等の提出は省略できるものとする。ただし、省略する場合にあっても、当該経費の支

払い後に受領した領収書等については、第18条の関係書類として保存するとともに、その写しを市

長に速やかに提出しなければならない。 

３ 補助金規則第 14 条第４項の規定により添付を省略させることができる書類は、同条第１項第３

号及び第５号に規定する書類とする。 

４ 補助金規則第 14 条第５項ただし書の規定に基づき市長が必要と認める領収書等は、補助事業等

に係るすべての領収書等とする。 

５ 補助金規則第15条の規定による補助金額確定の通知は、既存施設連携型１，２歳児保育所内装整

備費補助金額確定通知書（第５号様式）により行うものとする。 

（補助金の請求） 

第11条 前条の規定により補助金の交付決定額の通知を受けた者は、速やかに、請求書（第６号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（届出） 

第 12条 補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を

市長に届け出なければならない。 

 (1) 工事に着手したとき。 

 (2) 工事を完了したとき。 

（事業実施状況の報告） 



第13条 本要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、１，２歳児保育所の運営開始の翌年度５月31日

までに、事業実施状況等について、書面により市長に報告しなければならない。 

２ 前項のほか、事業推進上必要な事項について市長が調査や報告等の協力を求めた場合は、これに

応じなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 14 条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後、速やかに、消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額報告書（第７号様式）に必要な書類を添付し、市長へ提出しなければならない。 

  なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら

消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告

を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告に基づき報告を行うこと。 

また、市長に報告を行った後、既存施設連携型１，２歳児保育所内装整備費補助金額再確定通知

書（第８号様式）に基づき、当該仕入控除税額を市に納付すること。 

（補助金の返還等） 

第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決

定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容及又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 施設において、宗教の教義を広めるための儀式行事及び信者を教化育成することを目的とする

活動を行ったとき。 

(4) 施設において、政治上の主張若しくは施策を推進し、支持し又はこれに反対することを目的とす

る活動を行ったとき。 

(5) その他この要綱に違反したとき。 

（警察本部への照会） 

第16条 市長は、必要に応じ、申請者又は第７条の交付の決定を受けた者が、暴力団経営支配法人等

に該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

（入札又は見積書の徴収） 

第 17 条 本要綱の対象となる補助事業等に係る工事の請負、物品の購入、業務の委託等を行うとき

は、補助金規則第24条第２号の規定により、民間児童福祉施設建設費等整備に係る契約指導要綱に

定める方法により行わなければならない。 

（財産処分の制限） 

第18条 補助金規則第25条の規定により市長が定める財産の処分の制限がかからなくなるために必

要な期間は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業

により取得し、又は効用の増加した機械器具その他の財産であって価格が単価 30 万円以上のもの

については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成20年厚生労

働省告示第384号。以下「処分制限期間」という。）に定めるとおりとする。 

（情報公開及び関係書類の保存） 

第19条 この要綱により、補助金の交付を受けた事業に係る書類は情報公開の対象とし、補助金の交

付を受けた者は、関係書類を額の確定の日（事業の中止又は廃止を受けた場合には、その承認を受

けた日）の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前項の期

間経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は処分制限期間を経過する日のいずれか遅い日まで



保存しなければならない。 

（委任） 

第 20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、こども青少年局長が

定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の予算に係る補助金から適用する。 



別表１（第３条第１項） 

対象経費 内               容 

工事費 既存建築物の改修等（改修、新築の設備整備、増築）に必要な工事請負費 

工事事務費 
工事施工に直接必要な監理費（補助対象工事費の２．６％に相当する額を

限度とする。） 

備品費（１） 

施設整備に必要な備品購入費（１品5,000円以上の備品とし、１人当たり

実行備品単価（実行備品単価が32,000円を超える場合は32,000円とす

る。）に定員を乗じて得た額を補助対象限度額とする。 

備品費（２） 
備品費（１）の他、休憩室等の整備に必要な備品購入費（補助対象限度額

は30万円以内とする。） 

大型遊具費 
施設整備に必要な大型遊具購入費（１品10万円以上のものとし、補助対象

限度額は350万円以内とする。） 

 

別表２（第７条第２項） 

(1) 

基本整備費 定員 補助基準額 

認可乳児保育所 

分園 
20人以上45人以下 6,000万円×（定員数／50人） 

小規模保育事業 

（Ａ型・Ｂ型） 
13人以上19人以下 2,200万円 

(2) ０歳児未設定加算(※１) 300万円 

(3) １，２歳児保育所等整備加算 800万円 

(4) 

休憩室等設置加算（※２） 

 定員 休憩室等基準面積 補助基準額 

認可乳児保育所 

分園 

36人以上45人以下 14㎡ 260万円 

20人以上35人以下 10㎡ 190万円 

小規模保育事業 

（Ａ型・Ｂ型） 
13人以上19人以下 ６㎡ 100万円 

補助基準額の上限 (1)～(4)の基準額の合計 

補助率 ３／４ 

※１ 新たに整備する施設において、０歳児定員を設けない場合に加算する。 

※２ 保育者のための休憩室・更衣室や、職員同士のコミュニケーションを図る場及び職員面談等を

行う場としての機能を有する居室を、基準面積以上整備した場合に加算する。 

  



別表３（第７条第２項） 

項目 補助基準金額 対象期間 

月額賃借料 75万円 賃借料等発生日から開所日前日まで 

礼金等（敷金・保証金除く） 75万円 ６か月分を上限 

補助率 １／２ 

※ 期間中１か月未満の月の賃借料については、その月の実日数にて日割計算する。 


